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伊佐市農業委員会第11回総会議事録 

 

１．開催日時  令和５年１月30日（月）午前９時00分から９時40分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （25人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

 
 
 
 
 
 
 
          
４．欠席委員  （３人） 
      
５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  ９番委員    10番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定につ

いて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）

申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

 
６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記 

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 7 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

2 番委員 8 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

3 番委員 9 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

4 番委員 10 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

5 番委員 11 番委員 6 番推進委員 14 番推進委員

6 番委員 7 番推進委員 15 番推進委員

8 番推進委員
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【開始時間  午前９時00分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

おはようございます。只今より、令和４年度 第１１回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日の出席人数は１２名で、規定に達しておりますので総会は成立いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 
 

皆様おはようございます。 
１２月総会で農業者年金の推進をお願いしました。この制度は非常にい

い制度ですので、農業をしている方への推進をこの機会によろしくお願い

します。２月２８日までの推進月間となりますのでよろしくお願いしま

す。また、今年もよろしくお願いいたします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。９番農業委員と１０番農業委

員にお願いいたします。皆様にお願いします。総会時間中は、私語、雑談

を禁止いたします。ご意見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
只今より総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の規

定による通知」について事務局の報告を求めます。 

 

報告１号農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページから９ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が３８件

です。以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて議題とします。事務局の報告を求めます。 
 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

のうち、所有権移転について説明します。資料の１０ページをご覧くださ

い。 

番号１番の譲渡人は、伊佐市大口里に居住されている ＫＹさんで年齢

は８４歳です。 

譲受人は、伊佐市大口白木に居住される認定農業者の ＴＭさんで年齢

は５２歳です。 

土地の所在地は、伊佐市大口里字中古川９３７番２、地目は田、地積は

８１９㎡です。申請地は、ハローワーク大口出張所から南西へ約５００ｍ

に位置する農用地区域内農地に指定されている良く管理された農地です。 

番号２番の譲渡人は、伊佐市大口大田に居住されている ＴＮさんで年

齢は８２歳です。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣に居住される認定農業者の ＳＫさんで年齢

は３４歳です。 

土地の所在地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ後２１０５番、地目は畑、地

積は３６９㎡です。申請地は、大口高校から北へ約１．３ｋｍに位置する

農用地区域内農地に指定されている良く管理された農地です。 

続きまして、貸借について説明いたします。２２ページの総括表をご覧

ください。期間は３年から１０年で、面積は合計１９８，０６４㎡で利用

権を設定する者の数は５４人、設定を受ける者の数は３１人です。土地の

詳細については資料１１ページから２１ページ、番号１番から５５番のと

おりです。以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて提案いたします。整理番号１番から６番まで一括で報告をお願いしま

す。ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番、２番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１番につきまして、去る１月２２日に現地調査を行いま

したので、６番が報告いたします。 

申請人 ＫＭさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８８歳です。 

渡し人 ＴＫさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小原野２２１８番６、地目は田、地積は

６８４㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、３，３０３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は申請人宅より約１０ｋｍで現況は良く管理された

農地です。申請人が元々住んでいた家の隣接地であります。経営意欲はあ

り農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。 

続きまして整理番号２番につきまして、去る１月２２日に現地調査を行

いましたので、６番が報告いたします。 

申請人 ＫＭさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８８歳です。 

渡し人 ＴＴさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小原野２２２６番、地目は田、地積は９

６３㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、３，３０３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は申請人宅より約１０ｋｍで現況は良く管理された

農地です。申請人が元々住んでいた家の隣接地であります。経営意欲はあ

り農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号３番について、７番農業委員の報告を求めます。 
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７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号３番につきまして、去る１月２７日に現地調査を行いま

したので、７番が報告いたします。 

申請人 ＹＨさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＭＳさんは、伊佐市大口上町に居住され、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字堂田２４８５番で、地目は田、地積は１，

１９２㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、７６，５０６㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は自宅から約１５０ｍで現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号４番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号４番につきまして、去る１月２２日に現地調査を行いま

したので、３番が報告いたします。 

申請人 ＴＭさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は５９歳です。 

渡し人 ＯＥさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字岩本３１３３番で、地目は田、地積は１，

５４６㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、２３，３４２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は自宅から約６００ｍです。経営意欲はあり農機

具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号５番、６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号５番、６番につきまして、去る１月２３日に現地調査を
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

行いましたので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＵＫさんは、熊本県球磨郡錦町大字西に居住される市外住民で

年齢は８１歳です。 

整理番号５番の渡し人 ＴＭさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢

は８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字八久保１４９８番３で、地目は畑、地積は

１，９７０㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、整理番号５番、６番、７番と合わせて５，７４０㎡

となり取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は自宅か

ら約４０ｋｍ、５０分ぐらいで到着するということで現況は管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。新規就農者のため営農計画書が

添付してあります。 

次に整理番号６番の渡し人 ＭＳさんは、伊佐市大口田代に居住され、

年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字八久保１４９７番１で、地目は畑、地積は

１，２３７㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、５番と同じであります。現況は管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。委員の皆様方のご審議方よ

ろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から６番については許可が決定いたしま

した。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号７番につきまして、この議案は８番推進委員が譲渡人となって

おりますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき議事に

参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 
関係議案終了後に入室、着席していただきます。それでは、８番推進委

員の退席をお願いします。  
（８番推進委員退席）  
 

１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号７番につきまして、去る１月２３日に現地調査を行いま

したので、１０番が報告いたします。 

申請人 ＵＫさんは、熊本県球磨郡錦町大字西に居住される市外住民で

年齢は８１歳です。 

渡し人 ＩＫさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は７２歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字八久保１４９６番２ほか１筆で、地目は全

て畑、地積は２筆合計で２，５３３㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、５番、６番で報告しましたように５，７４０㎡で取

得可能面積であります。現況は管理された農地です。経営意欲はあり農機

具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号７番については許可が決定いたしました。こ

こで、８番推進委員の入室をお願いします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

（８番推進委員着席） 

 

整理番号８番につきまして、この議案は８番農業委員が譲渡人となって

おりますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき議事に

参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 
関係議案終了後に入室、着席していただきます。それでは、８番農業委

員の退席をお願いします。  
（８番農業委員退席）  
 

４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち整理番号８番につきまして、去る１月１６日に現地調査を行いまし

たので、４番が報告いたします。 

申請人 ＭＯさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＤＴさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字五本松１８８番１４で、地目は田、地積は

６６５㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は、１１，９６１㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は自宅から約２００ｍで現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号８番については許可が決定いたしました。こ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

こで、８番農業委員の入室をお願いします。 
（８番農業委員着席） 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数８件について、８件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について提案いたします。整理番号１番につい

て、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号１番につきまして、去

る１月２３日、申請人である 有限会社Ａ 取締役 Ｋさんの立会いのも

と、２番農業委員、１５番推進委員、私８番農業委員の３名で共同調査を

行いましたので、私８番が報告いたします。 
申請人は、伊佐市菱刈前目に所在のある 有限会社Ａで農業法人です。 
申請地は、伊佐市菱刈前目字東水流５３４０番１ほか４筆で、地目は全

て畑、地積は５筆合計で２，６４２㎡であります。 
申請地は、菱刈中学校から西へ約５００ｍに位置しており、東側は畑、

北側は牛舎、西側は畑、南側も畑であります。用途区分変更後、農業用資

材置場を建設する計画であります。この申請は具体的な計画があり、転用

において被害防除対策が整備される予定です。また、申請地は農用地区域

の周辺部であり用途区分変更により他の農地への影響はないものと思わ

れます。用途区分後の申請地は農用地区域内農地に該当しますが、転用目

的が農業用資材置場のため転用可能かと思われます。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、配置図等が添付され

ております。以上のことから、この申請については３名の調査員の意見に

おいて用途区分変更はやむを得ないと判断いたしましたが、委員の皆様の

ご審議方よろしくお願いいたします。報告を終わります。 
 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、申請件数１件について１件の意見が決

定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について１番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る１月２３日、申請人の代理人で

ある Ｋ行政書士の立会いのもと、１番推進委員、２番推進委員、私１番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、私１番が報告いたします。 

申請人 ＡＨさんは、伊佐市大口青木にお住いであります。外１名は、

不在者財産管理人です。 

申請地は、伊佐市大口青木字竹木場３１８８番で、地目は田、地積は３

１５㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地となっており、転用目的は農業用倉

庫であります。 

申請地の所在地は、青木屯田池から東へ約２ｋｍに位置しており、東側

は山林、西側は宅地と山林、南側は原野、北側は宅地であり、周囲に与え

る影響はないかと思われます。この申請は、平成１２年頃に農地法の規定

を知らず、無断転用を行ってしまった旨の顛末書が添付されております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書、始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 
議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１件について、１件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について７番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る１月２３日、申請人の代理人で

ある Ｔ行政書士の立会いのもと、１３番推進委員、１４番推進委員、私

７番農業委員の３名で共同調査をしましたので、私７番が報告いたしま

す。 

譲受人は、伊佐市菱刈徳辺にお住いの ＹＹさんで年齢は４７歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈徳辺にお住いの ＹＨさんで年齢は７１歳です。 

本申請は、使用貸借による地上権設定で農地区分は第２種農地その他の

農地で、転用目的は一般住宅であります。賃借期間は３２年間となってお

ります。 
申請地は、伊佐市菱刈徳辺字堂田２４２４番１で、地目は畑、地積は４

５３㎡です。 

所在地は、伊佐市役所菱刈庁舎から東へ約１．４ｋｍに位置しており、

東側は道路挟んで宅地、西側は宅地、南側は道路、北側は宅地であり、周

囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、土地改良

区の意見書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 
 

整理番号２番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る１月２３日、申請人の代理人で

ある Ｏ行政書士の立会いのもと、６番推進委員、私４番農業委員の２名

で共同調査をしましたので、私４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大田に所在する 株式会社Ｍで一般法人です。 

譲渡人は、鹿児島市吉野町にお住いの ＳＴさんで年齢は５３歳で市外

住民です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ

ており、転用目的は資材置場であります。 
申請地は、伊佐市大口堂崎字坂ノ下５６２番５１で、地目は畑、地積は

１，８００㎡であります。 

所在地は、羽月保育園から北西へ約１００ｍに位置しており、東側は宅

地、西側は道路、南側は一体利用地を挟んで山林、北側は宅地であり、周

囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、定款、被

害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関す

る誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る１月２３日、申請人の 有限会

社Ａ 取締役 Ｋさんの立会いのもと、８番農業委員、１５番推進委員、

私２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、私２番が報告いたしま

す。 

本件は、先程、議案第３号で用途区分変更の承認があった農地でござい

ます。 

譲受人は、伊佐市菱刈前目に所在のある 有限会社Ａで農業法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北にお住いの ＯＭさんで年齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字東水流５３４０番１ほか４筆で、地目は全

て畑、地積は５筆合計で２，６４２㎡です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は農用地区域内農地ですが、農用

地利用計画に指定された用途のため不許可の例外となります。転用目的は

農業用資材置場です。 
所在地は、菱刈中学校から西へ約５００ｍに位置しており、東側、西側、

南側は畑、北側は申請人の経営する牛舎であり、周囲に与える影響はない

かと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書、事前着手による始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数３件について、３件が処分決定いたしました。 

 

その他、事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。１月の月例報告をいたしま

す。１０日、１月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして事務局が

出席しております。２３日、現地調査を一斉にしております。３０日、本

日ですが第１１回農業委員会総会です。 

２月の行事予定ですが、６日に２月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２１日が現地調査です。２８日が第１２回農業委員会総会です。

月例報告は以上です。 

 
他にございませんか。 

 
２月定例総会終了後に、許認可権限に関する業務について研修会を行い

ますのでよろしくお願いします。 

 
他にございませんか。 

 
委員の皆様に提出をお願いしている活動記録ですが、再三のお願いにな

りますが実績報告作成等に必要ですので、提出方をお願します。 

 
農業者年金の加入推進が来月末までとなっておりますので、加入推進を

よろしくお願いします。 

 
他にございませんか。 

 
（「なし」という声、あり。） 



 14

前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

会     長    会  長     
 

伊佐市農業委員     ９ 番      

                   

伊佐市農業委員     10 番     

 

事 務 局 

 
以上で、令和４年度 第１１回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正してください。 

一同礼。おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前９時40分】 

 

 

  


